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スマートフォン情報セキュリティ３か条 
（利用者が最低限取るべき情報セキュリティ対策） 

 

 スマートフォンは、アプリケーションを活用することで、様々な機能を自由に追加

できる便利な携帯電話です。しかし自由さの反面、その中には危険なアプリケーショ

ンが混じっている場合もあります。利用者自身で情報セキュリティ対策を取ることが

必要です。 

 盗難・紛失対策や他人による不正利用防止対策など、従来の携帯電話と同様の対策

が必要です。さらにスマートフォンにおいては、次の３つの対策が大切です。 

 

１．ＯＳ（基本ソフト）を更新 

  スマートフォンは、ＯＳの更新（アップデート）が必要です。古いＯＳを使って

いると、ウイルス感染の危険性が高くなります。更新の通知が来たら、インストー

ルしましょう。 

 

２．ウイルス対策ソフトの利用を確認 

  ウイルスの混入したアプリケーションが発見されています。スマートフォンでは、

携帯電話会社などによってモデルに応じたウイルス対策ソフトが提供されていま

す。ウイルス対策ソフトの利用については、携帯電話会社などに確認しましょう。 

 

３．アプリケーションの入手に注意 

  アプリケーションの事前審査を十分に行っていないアプリケーション提供サイ

ト（アプリケーションの入手元）では、ウイルスの混入したアプリケーションが発

見される例があります。ＯＳ提供事業者や携帯電話会社などが安全性の審査を行っ

ているアプリケーション提供サイトを利用するようにしましょう。インストールの

際にはアプリケーションの機能や利用条件に注意しましょう。 


